
斑鳩町総合保健福祉会館登録団体要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、斑鳩町総合保健福祉会館（以下「会館」という。）に設けられた登録団

体制度に係る登録に関して必要な事項を定めるものとする。 
 （登録の要件） 
第２条 斑鳩町総合保健福祉会館登録団体（以下「登録団体」という。）として登録すること

ができるものは、団体の活動目的、活動内容等が公益性又は公共性を伴うもので、次に定

める要件を備えている団体とする。 
（１） 団体の組織及び運営が次のとおりであること。 
  ア 団体の活動が保健、福祉目的の団体であること。 
  イ 団体の構成員が１０人以上であること。ただし、やむを得ない場合はこの限りでな

い。 
  ウ 構成員の３分の２以上が町内在住の者であること。 
  エ 団体の活動場所及び活動拠点の事務所が主として町内にあること。 
  オ 代表者を定め、組織として活動していること。 
  カ 団体の活動目的等を会則等に定めていること。 
（２） 次に掲げる事項に該当しない団体であること。 
  ア 営利を目的とした事業又はそれに類した行為を行うこと。 
  イ 特定の政党の利害に関する政治活動を行うこと。 
  ウ 公の選挙に関して、特定の候補者又は政党を支持し、若しくはこれらに反対する等 

の政治活動を行うこと。 
  エ 特定の宗教活動を支持する行為又はそれに類した宗教活動を行うこと。 
  オ 暴力団又はその構成員の統制下にあること。 
 （登録申請） 
第３条 登録団体として登録しようとする団体は、斑鳩町総合保健福祉会館登録団体登録（継 
 続・変更・取消）申請書（様式第１号。以下「登録等申請書」という。）に次の各号に掲げ 
る書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

（１） 団体の会員名簿又はこれに準ずるもの（様式第２号。以下「会員名簿」という。） 
（２） 会則又はこれに準ずるもの（以下「会則等」という。） 
２ 社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会においてボランティアグループ登録及び小地域福祉 
会として設立の届出をしている団体等については、申請を免除し、登録したものとみなす 
ことができる。 

 （登録の申請期間） 
第４条 登録団体の登録継続申請期間は、登録の終了する年の４月１日から４月３０日まで 
 とする。ただし、新たに登録しようとする団体については、その都度、申請することがで 
きる。 



 （登録の承認） 
第５条 町長は、前条の規定により登録申請書の提出があった場合は、第２条に規定する要 
 件をすべて満たしていると認めたとき、又は該当しないと認めたときは、斑鳩町総合保健 
 福祉会館登録団体認定（非認定）通知書により通知するものとする。 
２ 登録団体と決定したときは、斑鳩町総合保健福祉会館登録団体登録台帳（様式第４号） 
 に登録するものとする。 
 （登録の有効期限） 
第６条 登録の有効期間は、登録認定通知の日から翌年の４月３０日までとする。 
 （変更の報告） 
第７条 登録団体は、登録申請書の内容を変更したときは、又は登録を取り消すときは、速 
やかに登録等申請書により町長に申請しなければならない。 

 （登録の継続申請） 
第８条 登録団体として継続を希望する団体は、第４条で規定する登録の申請期間までの間 
 に、登録等申請書に会員名簿を添えて町長に申請しなければならない。 
 （登録の取消） 
第９条 町長は、登録団体が登録後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該

登録を取り消すことができる。 
（１） 詐欺その他不正の手段により登録をしたとき。 
（２） 登録団体から取消しの申出があったとき。 
（３） 第２条に規定する登録要件に該当しなくなったとき。 
（４） その他町長が登録団体としてふさわしくないと判断したとき。 
 （補則） 
第１０条 この要綱に定めのないものについては、必要に応じて町長が別に定める。 
 
   付 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、公布の日から施行する。 
 （適用） 
２ この要綱は、平成２０年９月１日以降に会館を利用する団体に適用する。 
 （経過措置） 
３ 平成２０年９月１日から会館を利用しようとする団体の登録申請期間については、平成 
 ２０年６月１日から９月３０日までとする。 
 
 
 
 
 



様式第１号（第３条、７条、８条関係） 
斑鳩町総合保健福祉会館登録団体登録（継続・変更・取消）申請書 

                      
                     申請日：   年   月   日 

 
次のとおり、斑鳩町総合保健福祉会館登録団体登録（継続・変更・取消）の申請をします。  
（申請区分）１．新規登録 ２．継続 ３．変更（代表者・連絡者・会員構成・会則） ４．取消 

 

フ リ ガ ナ  

団  体  名 
 

フ リ ガ ナ  

氏 名 
 

住 所 
〒  － 

（自宅） 

代 表 者 

電  話 
（携帯） 

フ リ ガ ナ  

氏 名 
 

住 所 
〒  － 

（自宅） 

連 絡 者 

電  話 
（携帯） 

団体の主たる目的 
及び 

主な活動内容 

 

会 員 構 成 
町内 
 
       人 

町外 
 

      人 

計 
          

      人 
設 立 時 期       年    月    ※新規登録団体のみ 

添 付 資 料 

・ 新規の場合は会則等及び会員名簿（様式第２号） 
・ 継続の場合は会員名簿（様式第２号） 
・ 変更の場合は変更事項の資料 
 



様式第２号（第３条、８条関係） 
 

斑鳩町総合保健福祉会館登録団体会員名簿 
 

No 氏    名 性

別 
住      所 

（在勤者は下段に名称、所在地を記入） 備  考 

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

  
男 
 
女 

住 所 
  

※ 注意事項 

１） 全ての会員についてご記入ください。 

２） 在勤者については、下欄に勤務先、所在地をご記入ください。 

３） 用紙が足りない場合は、本用紙を複写して使用して下さい。 

４） この個人情報については、町で厳重な管理を行うとともに、本斑鳩町総合保健福祉会館登録 

 以外の目的に使用することはありません。 

 
 
 
 



様式第３号（第５条関係） 
                             第     号 
                             年  月  日 
 

斑鳩町総合保健福祉会館登録団体認定（非認定）通知書 
 

               様 
 
                       斑鳩町長        印 
 
    年  月  日付けで申請された斑鳩町総合保健福祉会館登録団体の認定につい

て下記のとおり通知します。 
 
 

記 
 

  ・認定 
   １．使用料の減免額   全額    ２分の１相当額 
   ２．認定登録期間     年  月  日～  年  月  日 
 
   ※認定登録の継続を希望する場合は、認定登録期間の終了する年の４月１日 
    から４月３０日までに、継続の申請をして下さい。 
 
  ・非認定 
   １．非認定の理由 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第４号（第５条関係） 
斑鳩町総合保健福祉会館登録団体登録台帳 

 
代表者 

No 登録年月日 登録期間 登録抹消

年月日 団体名 
氏  名 住  所 電話 

       
 
 

 
 
 

       
 
 

 
 
 

       
 
 

 
 
 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 


